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６
月
２
日
に
令
和
７
年
度
市
民
税
・
府

民
税
・
森
林
環
境
税
（
国
税
）
の
納
税
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
が

納
め
た
市
税
は
ま
ち
づ
く
り
の
貴
重
な
財

源
に
な
り
ま
す
の
で
期
限
を
守
っ
て
納
め

て
く
だ
さ
い
。
市
・
府
民
税
の
計
算
方
法

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
ま
た
は
市
民
税

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。
非
課
税
の
人
に

は
通
知
書
を
送
付
し
ま
せ
ん
。

　
問
市
民
税
課
☎
８
４
１
・
１
３
５
３
、

〃

８
４
１
・
３
０
３
９

　
令
和
６
年
分
の
合
計
所
得
金
額
が
１
０

０
０
万
円
～
１
８
０
５
万
円
だ
っ
た
納
税

義
務
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
（
国
外
居
住

者
を
除
く
）
分
の
定
額
減
税
額
を
令
和
７

年
度
市
・
府
民
税
か
ら
１
万
円
減
税
し
ま

す
。（
令
和
６
年
度
市
・
府
民
税
の
定
額

減
税
対
象
外
の
た
め
実
施
）

　
公
的
年
金
収
入
４
０
０
万
円
以
下
で
、

そ
の
他
の
所
得
が
20
万
円
以
下
の
た
め
確

定
申
告
不
要
と
な
っ
た
人
で
も
、
公
的
年

金
以
外
に
所
得
が
あ
る
場
合
や
市
・
府
民

税
で
医
療
費
控
除
・
生
命
保
険
料
控
除
な

ど
を
受
け
た
い
場
合
は
、
市
・
府
民
税
の

申
告
が
必
要
で
す
。
申
告
期
限
は
過
ぎ
て

い
ま
す
が
、
期
限
後
の
申
告
も
可
能
で
す

の
で
お
忘
れ
な
く
。
な
お
、
３
月
17
日
以

降
に
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の

確
定
申
告
や
市
・
府
民
税
申
告
を
し
た
人

は
、
令
和
７
年
度
市
民
税
・
府
民
税
・
森

林
環
境
税
の
税
額
決
定
通
知
書
や
課
税
証

明
書
に
申
告
書
の
記
載
内
容
が
反
映
さ
れ

て
い
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

各
種
保
険
料
（
国
民
健
康
保
険
料
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
な

ど
）、
各
種
手
当
な
ど
の
決
定
時
期
に
影

響
が
出
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
各
担
当
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

　
生
活
保
護
受
給
者
、
被
災
し
た
人
、
廃

業
や
失
業
（
自
己
都
合
や
定
年
に
よ
る
退

職
は
除
く
）
な
ど
で
納
税
能
力
を
著
し
く

欠
く
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
前
年
の
合

計
所
得
金
額
や
世
帯
全
体
の
収
入
、
預
貯

金
の
状
況
な
ど
を
考
慮
し
、
市
・
府
民
税

お
よ
び
森
林
環
境
税
を
減
免
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
必
ず
納
期
限
ま
で
に
市
民

税
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。
詳
細
は
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

　
対
象
は
４
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
の
公

的
年
金
等
受
給
者
で
、
前
年
中
の
年
金
所

得
に
係
る
個
人
の
市
・
府
民
税
の
納
税
義

務
の
あ
る
人
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
は
対
象
外
。
⑴
介
護
保

険
料
の
特
別
徴
収
の
対
象
外
⑵
令
和
７
年

度
の
特
別
徴
収
税
額
が
老
齢
基
礎
年
金
な

ど
の
額
を
超
え
る
⑶
老
齢
基
礎
年
金
な
ど

の
額
が
18
万
円
未
満
。

◆
令
和
６
年
度
か
ら
継
続
し
て
特
別
徴
収

の
人

　
４
月
支
給
分
の
公
的
年
金
な
ど
か
ら
令

和
７
年
度
分
を
仮
徴
収
し
て
い
ま
す
。
７

年
度
の
年
税
額
か
ら
４
月
・
６
月
・
８
月

の
仮
徴
収
額
を
差
し
引
き
、
10
月
・
12

月
・
２
月
で
残
額
を
本
徴
収
し
ま
す
。

◆
今
年
度
か
ら
特
別
徴
収
の
人

　
６
月
・
８
月
は
納
付
書
な
ど
で
支
払
う
普

通
徴
収
、
10
月
・
12
月
・
２
月
は
年
金
か
ら

特
別
徴
収
。
対
象
者
は
６
月
に
送
付
す
る
納

税
通
知
書
に
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
税

額
を
記
載
し
て
い
る
の
で
確
認
を
。

バーコードによる市税の
スマートフォン決済終了

市
・
府
民
税
の
定
額
減
税

災
害
・
失
業
な
ど
に
よ
る
減
免

公
的
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し

（
特
別
徴
収
）

市
・
府
民
税
の
申
告
を

お
忘
れ
な
く

　これまで固定資産税・都市計画税と軽自動車税（種別割）
の納付書に記載していたｅＬ–ＱＲコードが令和７年度か
ら市民税・府民税・森林環境税（普通徴収）の納付書に
も付与されます。それに伴い、二重納付を防止するため
市税納付書のバーコードによるスマートフォン決済を６
月30日で終了します。なお、コンビニエンスストアでの
バーコード決済は引き続き可能です（現金のみ）。

　問納税課☎841・1379、〃841・6099

▲市税納付書の一部抜粋

ｅＬ–ＱＲ

市民税・府民税・森林環境税
まちづくりの貴重な財源
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病
気
な
ど
の
際
に
安
心
し
て
医
療
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
、
医
療
費
の
負
担
を
分
か

ち
合
う
た
め
の
制
度
で
す
。
昨
年
度
か
ら

府
内
の
市
町
村
の
国
民
健
康
保
険
料
は
統

一
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

保
険
料
や
減
免
に
関
す
る
こ
と

　
問
保
険
年
金
課
☎
８
４
１
・
１
４
０
３
、

〃

８
４
１
・
３
７
１
６

 

納
付
相
談
・
口
座
振
替
に
関
す
る
こ
と

　
問
保
険
納
付
課
☎
８
４
１
・
１
３
０
４
、

〃

８
４
６
・
２
２
７
３

　
保
険
料
は
前
年
の
所
得
に
よ
り
年
度
ご

と
に
決
定
。
令
和
７
年
度
の
保
険
料
率
・

算
定
方
法
は
下
表
の
通
り
。
保
険
料
率
の

算
定
の
基
と
な
る
１
人
当
た
り
の
保
険
料

収
納
必
要
額
は
、
昨
年
度
に
比
べ
４
１
５

２
円
減
少
し
て
い
ま
す
。

◆
年
度
内
に
75
歳
に
な
る
人

　
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
被
保
険
者
と
な
り
、
誕
生
月
の
前

月
分
ま
で
国
民
健
康
保
険
料
が
か
か
り
ま

す
。
同
世
帯
で
他
に
も
国
民
健
康
保
険
加

入
者
が
い
る
場
合
は
年
度
内
で
保
険
料
が

均
等
に
割
り
振
ら
れ
ま
す
。

　
４
月
・
５
月
分
を
含
む
12
カ
月
分
の
保

険
料
を
６
月
～
来
年
３
月
の
10
回
に
分
け

て
納
め
ま
す
。
納
期
限
は
各
月
の
末
日

（
12
月
は
25
日
、
土
曜
・
日
曜
、
祝
日
の

場
合
は
次
の
平
日
）。
国
民
健
康
保
険
の

加
入
者
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
世

帯
で
、
世
帯
主
が
年
金
を
受
給
し
て
い
る

世
帯
は
保
険
料
が
特
別
徴
収
（
年
金
支
給

月
に
保
険
料
を
年
金
か
ら
引
き
去
り
）
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
保
険
料
納
付
は
原
則
口
座
振
替
で

　
手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
防
止
に
も
。

納
付
通
知
書
に
同
封
の
申
込
書
を
ゆ
う
ち

ょ
銀
行
を
含
む
取
扱
金
融
機
関
へ
。
市
役

所
本
館
２
階
保
険
納
付
課
に
持
参
ま
た
は

郵
送
（
〒
573
―
８
６
６
６
市
保
険
納
付

課
）
可
。
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
で
手
続
き
が
で
き
る
「
ペ
イ
ジ
ー
口
座

振
替
サ
ー
ビ
ス
」
も
同
課
・
各
支
所
で
利

用
可
（
利
用
で
き
る
金
融
機
関
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
参
照
）。

◆
保
険
料
の
軽
減

　
低
所
得
者
世
帯
に
は
均
等
割
・
平
等
割

の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
未
就

学
児
に
係
る
均
等
割
保
険
料
は
そ
の
５
割

を
軽
減（
手
続
き
は
不
要
）。

◆
失
業
者
へ
の
保
険
料
軽
減
　

　
倒
産
や
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど
会
社
の

事
情
で
職
を
失
っ
た
場
合
、
保
険
料
の
負

担
を
軽
減
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
軽
減

を
受
け
る
に
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
交
付

さ
れ
た
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
な
ど
を

提
示
し
て
の
申
請
が
必
要
で
す
。

◆
そ
の
他
の
減
免
制
度

　
所
得
額
が
前
年
に
対
し
て
著
し
く
減
少

す
る
場
合
は
申
請
に
よ
り
減
免
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
納
期
限
ま
で
に
申
請
が

必
要
で
す
。
減
免
要
件
な
ど
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。
窓
口
申
請
は
大
変

混
雑
す
る
た
め
郵
送
で
提
出
を
。
単
身
世

帯
で
退
職
後
に
収
入
が
な
い
場
合
は
オ
ン

ラ
イ
ン
申
請
（
下
記
コ
ー

ド
）
可
。
６
月
15
日
に
発

送
し
た
納
付
通
知
書
が
届

い
て
か
ら
の
申
請
を
。

　
軽
減
・
減
免
適
用
後
も
支
払
い
が
困
難

な
と
き
は
収
支
の
状
況
が
分
か
る
書
類
を

持
参
し
、
納
付
義
務
者
が
保
険
納
付
課
に

相
談
を
。

　
就
職
な
ど
で
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入

し
た
場
合
、
脱
退
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
退
職
や
失
業
な
ど
で
職
場
の
健
康

保
険
を
脱
退
し
た
場
合
は
、
無
保
険
と
な

ら
な
い
よ
う
速
や
か
に
加
入
の
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・

脱
退
手
続
き
は
自
動
的
に
行
わ
れ
ま
せ
ん

の
で
、
必
ず
届
け
出
を
。

◆
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
活
用
を

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
電
子
申
請

（
下
記
コ
ー
ド
）
を
利
用
し
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
加
入
・
脱
退

の
手
続
き
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
６

月
は
窓
口
が
大
変
混
雑

す
る
た
め
活
用
を
。

マ
イ
ナ
保
険
証
の
ご
利
用
を

　
デ
ー
タ
に
基
づ
く
適
切
な
医
療
を

受
け
ら
れ
る
ほ
か
、
手
続
き
な
し
で

高
額
医
療
費
の
限
度
額
を
超
え
る
支

払
い
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

加
入
・
脱
退
な
ど
の
届
け
出
は

14
日
以
内
に

納
付
相
談

保
険
料
の
軽
減
・
減
免
な
ど

６
月
15
日
に
納
付
通
知
書
を
送
付

令
和
７
年
度
の
保
険
料
率

保険料の算定方法 医療給付費分
（加入者全員）

後期高齢者
支援金等分
（加入者全員）

介護納付金分
（40歳～64歳）

所得割
（総所得から基礎控除43万円
を引き右記の率を乗じます）

9.30％ 3.02％ 2.56％

均等割（加入者一人当たり） 3万4424円 1万1034円 1万8784円

平等割（加入一世帯当たり） 3万3574円 1万761円 なし

限度額（各項目の上限額） 65万円 24万円 17万円

国民健康保険
安心で健康な生活を助け合って支える
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病
気
な
ど
の
際
に
安
心
し
て
医
療
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
、
医
療
費
の
負
担
を
分
か

ち
合
う
た
め
の
制
度
で
す
。
昨
年
度
か
ら

府
内
の
市
町
村
の
国
民
健
康
保
険
料
は
統

一
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

保
険
料
や
減
免
に
関
す
る
こ
と

　
問
保
険
年
金
課
☎
８
４
１
・
１
４
０
３
、

〃

８
４
１
・
３
７
１
６

 

納
付
相
談
・
口
座
振
替
に
関
す
る
こ
と

　
問
保
険
納
付
課
☎
８
４
１
・
１
３
０
４
、

〃

８
４
６
・
２
２
７
３

　
保
険
料
は
前
年
の
所
得
に
よ
り
年
度
ご

と
に
決
定
。
令
和
７
年
度
の
保
険
料
率
・

算
定
方
法
は
下
表
の
通
り
。
保
険
料
率
の

算
定
の
基
と
な
る
１
人
当
た
り
の
保
険
料

収
納
必
要
額
は
、
昨
年
度
に
比
べ
４
１
５

２
円
減
少
し
て
い
ま
す
。

◆
年
度
内
に
75
歳
に
な
る
人

　
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
被
保
険
者
と
な
り
、
誕
生
月
の
前

月
分
ま
で
国
民
健
康
保
険
料
が
か
か
り
ま

す
。
同
世
帯
で
他
に
も
国
民
健
康
保
険
加

入
者
が
い
る
場
合
は
年
度
内
で
保
険
料
が

均
等
に
割
り
振
ら
れ
ま
す
。

　
４
月
・
５
月
分
を
含
む
12
カ
月
分
の
保

険
料
を
６
月
～
来
年
３
月
の
10
回
に
分
け

て
納
め
ま
す
。
納
期
限
は
各
月
の
末
日

（
12
月
は
25
日
、
土
曜
・
日
曜
、
祝
日
の

場
合
は
次
の
平
日
）。
国
民
健
康
保
険
の

加
入
者
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
世

帯
で
、
世
帯
主
が
年
金
を
受
給
し
て
い
る

世
帯
は
保
険
料
が
特
別
徴
収
（
年
金
支
給

月
に
保
険
料
を
年
金
か
ら
引
き
去
り
）
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
保
険
料
納
付
は
原
則
口
座
振
替
で

　
手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
防
止
に
も
。

納
付
通
知
書
に
同
封
の
申
込
書
を
ゆ
う
ち

ょ
銀
行
を
含
む
取
扱
金
融
機
関
へ
。
市
役

所
本
館
２
階
保
険
納
付
課
に
持
参
ま
た
は

郵
送
（
〒
573
―
８
６
６
６
市
保
険
納
付

課
）
可
。
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
で
手
続
き
が
で
き
る
「
ペ
イ
ジ
ー
口
座

振
替
サ
ー
ビ
ス
」
も
同
課
・
各
支
所
で
利

用
可
（
利
用
で
き
る
金
融
機
関
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
参
照
）。

◆
保
険
料
の
軽
減

　
低
所
得
者
世
帯
に
は
均
等
割
・
平
等
割

の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
未
就

学
児
に
係
る
均
等
割
保
険
料
は
そ
の
５
割

を
軽
減（
手
続
き
は
不
要
）。

◆
失
業
者
へ
の
保
険
料
軽
減
　

　
倒
産
や
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど
会
社
の

事
情
で
職
を
失
っ
た
場
合
、
保
険
料
の
負

担
を
軽
減
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
軽
減

を
受
け
る
に
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
交
付

さ
れ
た
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
な
ど
を

提
示
し
て
の
申
請
が
必
要
で
す
。

◆
そ
の
他
の
減
免
制
度

　
所
得
額
が
前
年
に
対
し
て
著
し
く
減
少

す
る
場
合
は
申
請
に
よ
り
減
免
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
納
期
限
ま
で
に
申
請
が

必
要
で
す
。
減
免
要
件
な
ど
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。
窓
口
申
請
は
大
変

混
雑
す
る
た
め
郵
送
で
提
出
を
。
単
身
世

帯
で
退
職
後
に
収
入
が
な
い
場
合
は
オ
ン

ラ
イ
ン
申
請
（
下
記
コ
ー

ド
）
可
。
６
月
15
日
に
発

送
し
た
納
付
通
知
書
が
届

い
て
か
ら
の
申
請
を
。

　
軽
減
・
減
免
適
用
後
も
支
払
い
が
困
難

な
と
き
は
収
支
の
状
況
が
分
か
る
書
類
を

持
参
し
、
納
付
義
務
者
が
保
険
納
付
課
に

相
談
を
。

　
就
職
な
ど
で
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入

し
た
場
合
、
脱
退
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
退
職
や
失
業
な
ど
で
職
場
の
健
康

保
険
を
脱
退
し
た
場
合
は
、
無
保
険
と
な

ら
な
い
よ
う
速
や
か
に
加
入
の
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・

脱
退
手
続
き
は
自
動
的
に
行
わ
れ
ま
せ
ん

の
で
、
必
ず
届
け
出
を
。

◆
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
活
用
を

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
電
子
申
請

（
下
記
コ
ー
ド
）
を
利
用
し
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
加
入
・
脱
退

の
手
続
き
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
６

月
は
窓
口
が
大
変
混
雑

す
る
た
め
活
用
を
。

マ
イ
ナ
保
険
証
の
ご
利
用
を

　
デ
ー
タ
に
基
づ
く
適
切
な
医
療
を

受
け
ら
れ
る
ほ
か
、
手
続
き
な
し
で

高
額
医
療
費
の
限
度
額
を
超
え
る
支

払
い
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

加
入
・
脱
退
な
ど
の
届
け
出
は

14
日
以
内
に

納
付
相
談

保
険
料
の
軽
減
・
減
免
な
ど

６
月
15
日
に
納
付
通
知
書
を
送
付

令
和
７
年
度
の
保
険
料
率

保険料の算定方法 医療給付費分
（加入者全員）

後期高齢者
支援金等分
（加入者全員）

介護納付金分
（40歳～64歳）

所得割
（総所得から基礎控除43万円
を引き右記の率を乗じます）

9.30％ 3.02％ 2.56％

均等割（加入者一人当たり） 3万4424円 1万1034円 1万8784円

平等割（加入一世帯当たり） 3万3574円 1万761円 なし

限度額（各項目の上限額） 65万円 24万円 17万円

国民健康保険
安心で健康な生活を助け合って支える
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社
会
福
祉
法
人
に
よ
る

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
負
担
額
を
軽
減

　
要
件
に
該
当
す
る
人
は
申
し
出
に
よ

り
、
社
会
福
祉
法
人
が
提
供
す
る
介
護
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
額
な
ど
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。
減
額
は
利
用
者
負
担
額
の
25
％

（
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
は
50
％
）。
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
・
シ

ョ
ー
ト
ス
テ
イ
で
は
食
費
・
居
住
費
（
滞

在
費
）、
通
所
介
護
で
は
食
費
に
つ
い
て
も

軽
減
の
対
象
（
日
常
生
活
費
は
軽
減
対
象

外
）。
ま
た
、
生
活
保
護
受
給
者
は
申
し

出
に
よ
り
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
・
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
の
個
室
の
居
住
費
（
滞
在
費
）
が

軽
減
対
象
に
な
り
ま
す
。
対
象
と
な
る
要

件
な
ど
詳
細
は
介
護
認
定
給
付
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
を
。

介
護
保
険
施
設
の
負
担
額
を
軽
減

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
介
護
保
険
施
設

（
介
護
医
療
院
を
含
む
）
サ
ー
ビ
ス
や
シ
ョ

ー
ト
ス
テ
イ
を
利
用
す
る
人
は
「
介
護
保

険
負
担
限
度
額
認
定
証
」
を
利
用
施
設
に

提
示
す
る
と
利
用
者
負
担
段
階
ご
と
に
１

日
あ
た
り
の
食
費
・
居
住
費
（
滞
在
費
）

の
負
担
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
対
象
者
は

申
請
を
。
す
で
に
認
定
証
を
所
持
し
て
い

る
人
に
は
６
月
に
更
新
勧
奨
通
知
を
送
付

す
る
の
で
手
続
き
を
。
要
件
な
ど
に
つ
い

て
は
下
表
の
通
り
。

※１　２号被保険者（40歳～64歳）については1000万円（2000万円）以下
※２　令和７年８月から下線の要件に変わります。

利用者負担段階 対象者 預貯金額（配偶者有）※１

第1段階 ・生活保護受給者
・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者

1000万円（2000万円）
以下

第2段階

本人および世
帯全員が市民
税非課税

年金収入額＋その他の合計所得金額が
80万9000円以下　※２

650万円(1650万円)
以下

第3段階 ⑴ 年金収入額＋その他の合計所得金額が
80万9000円超～120万円以下　※２

550万円(1550万円)
以下

第3段階 ⑵ 年金収入額＋その他の合計所得金額が
120万円超

500万円(1500万円)
以下

　
介
護
保
険
は
助
け
合
い
の
精
神
に
基
づ

く
制
度
で
す
。
皆
さ
ん
の
保
険
料
は
介
護

が
必
要
に
な
っ
た
人
を
支
え
ま
す
。
各
種

手
続
き
は
郵
送
可
。
窓
口
で
の
混
雑
回
避

の
た
め
郵
送
に
よ
る
申
請
に
ご
協
力
を
。

 

保
険
料
や
減
免
に
関
す
る
こ
と

　
問
保
険
年
金
課
☎
８
４
１
・
１
４
０

３
、
〃

８
４
１
・
３
７
１
６

 

納
付
相
談
・
口
座
振
替
に
関
す
る
こ
と

　
問
保
険
納
付
課
☎
８
４
１
・
１
３
０

４
、
〃

８
４
６
・
２
２
７
３

 

介
護
保
険
の
認
定
・
給
付
に
関
す
る
こ
と

　
問
介
護
認
定
給
付
課
☎
８
４
１
・
１
４

６
０
、
〃

８
４
４
・
０
３
１
５

　
介
護
保
険
制
度
は
、
40
歳
以
上
の
人
の

保
険
料
と
公
費
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

65
歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険
者
に
は
６
月

13
日
に
令
和
７
年
度
の
介
護
保
険
料
納
付

通
知
書
ま
た
は
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書

を
送
付
し
ま
す
。
40
歳
～
64
歳
の
第
２
号

被
保
険
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
加
入
す
る
医

療
保
険
の
保
険
料
と
ま
と
め
て
徴
収
。

◆
介
護
保
険
料

　
被
保
険
者
の
昨
年
中
の
合
計
所
得
金
額

や
令
和
７
年
４
月
１
日
ま
た
は
資
格
取
得

日
の
世
帯
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
17
段
階
に

分
か
れ
て
い
ま
す
。

◆
納
付
方
法

　
年
金
か
ら
の
引
き
去
り
（
特
別
徴
収
）

の
場
合
は
、
年
金
支
給
月
（
偶
数
月
）
に

引
き
去
り
ま
す
。
４
月
と
６
月
は
年
間
保

険
料
額
が
決
定
し
て
い
な
い
た
め
、
２
月

の
特
別
徴
収
額
と
同
額
を
引
き
去
り
し
ま

す（
仮
徴
収
）。
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

（
普
通
徴
収
）
の
場
合
は
４
月
～
来
年
３

月
の
１
年
分
を
、
６
月
～
来
年
３
月
の
毎

月
１
回
（
計
10
回
）
払
い
に
な
り
ま
す
。

◆
低
所
得
者
の
保
険
料
特
別
軽
減

　
次
の
要
件
全
て
に
該
当
す
る
人
は
納
期

限
が
過
ぎ
て
い
な
い
保
険
料
額
を
軽
減
で

き
ま
す
。
▼
要
件
　
⑴
市
民
税
非
課
税
世

帯
⑵
世
帯
の
前
年
の
収
入
金
額
の
合
計
が

１
５
０
万
円 (

世
帯
員
が
２
人
以
上
の
場

合
は
２
人
目
以
降
１
人
に
つ
き
50
万
円
を

加
算
し
た
額) 
以
下
⑶
市
民
税
課
税
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
な
い
⑷
資
産
を
活
用
し
て

も
生
活
困
窮
状
態
に
あ
る (

居
住
用
以
外

の
土
地
・
家
屋
が
な
く
、
預
貯
金
が
３
５

０
万
円
以
下
な
ど
）
⑸
過
去
に
特
別
軽
減

に
よ
る
減
免
を
受
け
た
人
は
、
特
別
軽
減

に
よ
る
減
免
に
係
る
年
度
分
の
介
護
保
険

料
（
時
効
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
を
除
く
）
を
滞
納
し
て
い
な
い

こ
と
。

◆
保
険
料
の
減
額

　
災
害
で
資
産
に
大
き
な
損
害
を
受
け
た

場
合
や
大
幅
に
収
入
が
減
少
し
た
場
合
は

申
請
に
よ
り
保
険
料
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

自
己
負
担
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

６
月
13
日
に
納
付
通
知
書
を
送
付

保
険
料
の
軽
減
・
減
額

介護保険
社会全体で介護を支える
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低所得世帯に対する給付金・定額減税補足給付金（不足額給付）

問臨時給付金課841・1221㈹、〃841・2500

◆低所得世帯に対する給付金【給付中】
　住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯
を対象に給付金を支給しています。また、両世帯
に18歳以下の子どもを含む場合は加算給付をし
ています。対象者と見込まれる世帯には２月から
支給通知書または支給要件確認書などを順次発送
しています。申請期限は７月31日（当日消印有
効）まで。
　なお、令和６年１月２日以降の転入世帯や基準
日（令和６年12月13日）に枚方市に住んでいる
がＤＶなどでやむを得ず住民登録をしていない
人、修正申告により非課税または均等割のみ課税
となった世帯など自身が対象者と思われる人は下
記給付金コールセンターへお問い合わせを。

問枚方市臨時給付金コールセンター
☎0120・532・170、〃841・2500
（平日午前９時～午後５時30分）

問枚方市定額減税補足給付金コールセンター
☎0120・767・040、〃841・2500
（平日午前９時～午後５時30分）

枚方市臨時給付金窓口
枚方市岡東町12―１ひらかたサンプラザ１号館
６階602号室（平日午前９時～午後５時30分）

枚方市定額減税補足給付金窓口
枚方市岡東町12―１ひらかたサンプラザ１号館
６階603号室（平日午前９時～午後５時30分）

◆定額減税補足給付金（不足額給付）【準備中】
　令和６年度に実施した定額減税補足給付金（当初調
整給付）は、令和５年分の所得などを基に推計額で算
定し支給しているため、令和６年分所得税および定額
減税の実績額が確定した後、本来給付すべき額と当初
調整給付額との間で差額が生じた人に対し、差額分を
定額減税補足給付金（不足額給付）として支給します。
　また、本人および扶養親族などとして定額減税の対
象外であり、かつ令和５年度および６年度に実施した
低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に
該当しなかった人も給付対象となります。スケジュー
ルや支給の詳細が決まり次第、広報ひらかたや市ホー
ムページでお知らせします。制度に関することは下記
給付金コールセンターにお問い合わせを。

水
道
料
金
の
基
本
料
金
な
ど
を
２
カ
月
減
免

市
独
自
の
物
価
高
騰
対
策

　
物
価
高
騰
の
影
響
に
よ
る
家
計
の
負

担
軽
減
や
事
業
者
の
支
援
を
す
る
た

め
、
水
道
料
金
の
基
本
料
金
と
１
カ
月

あ
た
り
の
使
用
水
量
最
大
８
㎥
ま
で
の

従
量
料
金
を
２
カ
月
間
減
免
し
ま
す
。

６
月
・
７
月
検
針
分
が
対
象
で
、
申
し

込
み
な
ど
の
手
続
き
は
不
要
。
下
水
道

使
用
料
は
対
象
外
で
す
。
な
お
、
す
で

に
福
祉
減
免
を
受
け
て
い
る
人
は
重
複

し
た
減
免
と
な
る
た
め
適
用
さ
れ
ま
せ

ん
。

　
問
上
下
水
道
局
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

☎
８
４
８
・
５
５
１
８
、
〃

８
９
８
・

７
７
６
０

 

新
婚
向
け  

枚
方
に
住
ん
だ
ら
最
大
30
万
円

令
和
７
年
度
の
新
婚
夫
婦
な
ど
の
生
活
を
応
援

　
市
内
で
新
生
活
を
送
る
新
婚
夫
婦
な

ど
の
住
宅
取
得
・
賃
借
費
用
、
所
有
住

宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
、
引
っ
越
し
費
用
を

最
大
30
万
円
補
助
し
ま
す
。
対
象
は
令

和
７
年
４
月
１
日
～
８
年
３
月
31
日
に

婚
姻
届
を
提
出
し
、
受
理
さ
れ
た
夫
婦

（
婚
姻
日
時
点
の
年
齢
が
と
も
に
39
歳

以
下
）
で
、
令
和
６
年
中
の
所
得
（
給

与
所
得
者
の
場
合
は
収
入
額
か
ら
給
与

所
得
控
除
額
を
差
し
引
い
た
も
の
）
の

合
算
が
５
０
０
万
円
未
満
の
世
帯
。
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
利
用
世
帯

も
対
象
。
▼
申
込
　
来
年
２
月
28
日
ま

で
に
市
役
所
別
館
５
階
の
子
ど
も
青
少

年
政
策
課
に
事
前
に
相
談
の
上
、
同
課

に
あ
る
申
込
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
取
り
出
し
可
）
と
所
得
証
明
書
な
ど

の
必
要
書
類
を
添
え
て
同
課
へ
。
郵
送

（
〒
573
―
８
６
６
６
）
可
。
詳
細
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
ま
た
は
同
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
を
。

　
問
子
ど
も
青
少
年
政
策
課
☎
８
４

１
・
１
３
７
５
、
〃

８
４
３
・
２
２
４

４
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